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学術情報センター長 殿 

各 学 群 長 

                      防衛大学校長 

 

自衛官の夏用及び冬用制服の着用開始日について（通達） 

改正 平成 12 年４月１日防大総第 339 号  平成 19 年１月９日防大総第７号 

 

標記について、本科学生の夏用及び冬用制服の着用開始日と同一日にすると

定めたので通達する。 

なお、防大総第 242 号（54．４．26）は、廃止する。 

 


